
令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ４ 日  

 

 報 道 各 位  

 

福 井 南 警 察 署   

 

 

シートベルト体験車を活用した 交通安全広報啓発活動の実施について 

 

みだしのことについては、春の行楽期における交通事故防止対策の一環として、下記の

とおり実施するのでお知らせします。 

 

記 

１ 日時 

  令和６年４月２８日（日）午前１０時から午後３時まで  

 

２ 場所 

福井市安波賀中島町８－１０ 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 分館駐車場 

   

３ 実施者 

  福井南交通安全協会員  ５人 

当署員         ８人  計１３人  

                        

４ 内容 

  博物館の来場者に対して、シートベルト体験車を活用し、特に、後部座席のシートベ

ルトやチャイルドシートの着用の必要性を呼び掛けます。 

また、自転車用ヘルメットの着用を推進するため、カジュアルなヘルメットや機能性

の高いヘルメットの試着を行うなど交通安全意識の高揚を図ります。 

 

５ その他 

 (1) 当日は、県警マスコット「リュウピー」、「リュウミー」とともに交通事故防止に関

するチラシや反射材等を配布します。 

(2) 雨天の際は、シートベルト体験車による体験を中止とし、当日午前８時までにお知

らせします。 

※ シートベルト体験車による体験以外は雨天決行 

(3) 取材される方は、当日午前１０時３０分頃までに上記駐車場にお集まりください。 

(4) 取材のほか、写真の提供も可能です。 


